
介護度
利用者負担
限度額段階

介護保険
負担分

食費 居住費
教養娯楽

費
日用品費

1日分の
合計

30日分の
合計

特別な室料30日分
一般棟個室、税込

第1段階 300 550 2,140 64,200
第2段階 390 550 2,230 66,900

第3段階①② ①650②1,360 1,370 ①3,310②4,020 ①99,300②120,600

第4段階 1,750 1,900 4,940 148,200
2割負担 1,780 5,830 174,900
3割負担 2,671 6,721 201,630
第1段階 300 550 2,222 66,660
第2段階 390 550 2,312 69,360

第3段階①② ①650②1,360 1,370 ①3,392②4,102 ①101,760②123,060

第4段階 1,750 1,900 5,022 150,660
2割負担 1,945 5,995 179,850
3割負担 2,917 6,967 209,010
第1段階 300 550 2,294 68,820
第2段階 390 550 2,384 71,520

第3段階①② ①650②1,360 1,370 ①3,464②4,174 ①103,920②125,220

第4段階 1,750 1,900 5,094 152,820
2割負担 2,088 6,138 184,140
3割負担 3,133 7,183 215,490
第1段階 300 550 2,357 70,710
第2段階 390 550 2,447 73,410

第3段階①② ①650②1,360 1,370 ①3,527②4,237 ①105,810②127,110

第4段階 1,750 1,900 5,157 154,710
2割負担 2,214 6,264 187,920
3割負担 3,321 7,371 221,130
第1段階 300 550 2,417 72,510
第2段階 390 550 2,507 75,210

第3段階①② ①650②1,360 1,370 ①3,587②4,297 ①107,610②128,910

第4段階 1,750 1,900 5,217 156,510
2割負担 2,335 6,385 191,550
3割負担 3,503 7,553 226,590

介護度
利用者負担
限度額段階

介護保険
負担分

食費 居住費
教養娯楽

費
日用品費

1日分の
合計

30日分の
合計

第1段階 300 0 1,681 50,430
第2段階 390 430 2,201 66,030

第3段階①② ①650②1,360 430 ①2,461②3,171 ①73,830②95,130

第4段階 1,750 600 3,731 111,930
2割負担 1,963 4,713 141,390
3割負担 2,945 5,695 170,850
第1段階 300 0 1,765 52,950
第2段階 390 430 2,285 68,550

第3段階①② ①650②1,360 430 ①2,545②3,255 ①76,350②97,650

第4段階 1,750 600 3,815 114,450
2割負担 2,130 4,880 146,400
3割負担 3,195 5,945 178,350
第1段階 300 0 1,838 55,140
第2段階 390 430 2,358 70,740

第3段階①② ①650②1,360 430 ①2,618②3,328 ①78,540②99,840

第4段階 1,750 600 3,888 116,640
2割負担 2,277 5,027 150,810
3割負担 3,416 6,166 184,980
第1段階 300 0 1,903 57,090
第2段階 390 430 2,423 72,690

第3段階①② ①650②1,360 430 ①2,683②3,393 ①80,490②101,790

第4段階 1,750 600 3,953 118,590
2割負担 2,407 5,157 154,710
3割負担 3,610 6,360 190,800
第1段階 300 0 1,962 58,860
第2段階 390 430 2,482 74,460

第3段階①② ①650②1,360 430 ①2,742②3,452 ①82,260②103,560

第4段階 1,750 600 4,012 120,360
2割負担 2,524 5,274 158,220
3割負担 3,786 6,536 196,080

※介護保険負担分は、介護職員等処遇改善加算(7.5％)を乗じたものを加え、更に地域区分6級地(10.27円/単位)を乗じた金額の1割または2割ま
たは３割(1円未満切り下げ)を表記しています。上記料金は目安を表示したもので、小数点以下の端数処理で差異が生じる場合があります。
※施設サービス費は、在宅復帰率、ベッド回転率、重度者受け入れ割合などの実績により、毎月【在宅強化型】と【基本型】との間で変動する場
合があります。

入所利用料金【基本型】 2024年8月1日改定
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1,750 1,900

入所利用料金【在宅強化型】 2024年8月１日改定
介護老人保健施設　エスペーロ

《従来型個室》(円)



介護度
利用者負担
限度額段階

介護保険
負担分

食費 居住費
教養娯楽

費
日用品費

1日分の
合計

30日分の
合計

特別な室料30日分
一般棟個室、税込

第1段階 300 550 2,063 61,890
第2段階 390 550 2,153 64,590

第3段階①② ①650②1,360 1,370 ①3,233②3,943 ①96,990②118,290

第4段階 1,750 1,900 4,863 145,890
2割負担 1,626 5,676 170,280
3割負担 2,440 6,490 194,700
第1段階 300 550 2,114 63,420
第2段階 390 550 2,204 66,120

第3段階①② ①650②1,360 1,370 ①3,284②3,994 ①98,520②119,820

第4段階 1,750 1,900 4,914 147,420
2割負担 1,729 5,779 173,370
3割負担 2,594 6,644 199,320
第1段階 300 550 2,186 65,580
第2段階 390 550 2,276 68,280

第3段階①② ①650②1,360 1,370 ①3,356②4,066 ①100,680②121,980

第4段階 1,750 1,900 4,986 149,580
2割負担 1,873 5,923 177,690
3割負担 2,809 6,859 205,770
第1段階 300 550 2,247 67,410
第2段階 390 550 2,337 70,110

第3段階①② ①650②1,360 1,370 ①3,417②4,127 ①102,510②123,810

第4段階 1,750 1,900 5,047 151,410
2割負担 1,994 6,044 181,320
3割負担 2,991 7,041 211,230
第1段階 300 550 2,301 69,030
第2段階 390 550 2,391 71,730

第3段階①② ①650②1,360 1,370 ①3,471②4,181 ①104,130②125,430

第4段階 1,750 1,900 5,101 153,030
2割負担 2,103 6,153 184,590
3割負担 3,154 7,204 216,120

介護度
利用者負担
限度額段階

介護保険
負担分

食費 居住費
教養娯楽

費
日用品費

1日分の
合計

30日分の
合計

第1段階 300 0 1,597 47,910
第2段階 390 430 2,117 63,510

第3段階①② ①650②1,360 430 ①2,377②3,087 ①71,310②92,610

第4段階 1,750 600 3,647 109,410
2割負担 1,795 4,545 136,350
3割負担 2,692 5,442 163,260
第1段階 300 0 1,653 49,590
第2段階 390 430 2,173 65,190

第3段階①② ①650②1,360 430 ①2,433②3,143 ①72,990②94,290

第4段階 1,750 600 3,703 111,090
2割負担 1,906 4,656 139,680
3割負担 2,859 5,609 168,270
第1段階 300 0 1,724 51,720
第2段階 390 430 2,244 67,320

第3段階①② ①650②1,360 430 ①2,504②3,214 ①75,120②96,420

第4段階 1,750 600 3,774 113,220
2割負担 2,049 4,799 143,970
3割負担 3,074 5,824 174,720
第1段階 300 0 1,783 53,490
第2段階 390 430 2,303 69,090

第3段階①② ①650②1,360 430 ①2,563②3,273 ①76,890②98,190

第4段階 1,750 600 3,833 114,990
2割負担 2,167 4,917 147,510
3割負担 3,250 6,000 180,000
第1段階 300 0 1,840 55,200
第2段階 390 430 2,360 70,800

第3段階①② ①650②1,360 430 ①2,620②3,330 ①78,600②99,900

第4段階 1,750 600 3,890 116,700
2割負担 2,279 5,029 150,870
3割負担 3,419 6,169 185,070

※介護保険負担分は、介護職員等処遇改善加算(7.5％)を乗じたものを加え、更に地域区分6級地(10.27円/単位)を乗じた金額の1割または2割ま
たは３割(1円未満切り下げ)を表記しています。上記料金は目安を表示したもので、小数点以下の端数処理で差異が生じる場合があります。
※施設サービス費は、在宅復帰率、ベッド回転率、重度者受け入れ割合などの実績により、毎月【在宅強化型】と【基本型】との間で変動する場
合があります。

その他加算料金（該当時に加算されます）
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入所利用料金【基本型】 介護老人保健施設　エスペーロ

《従来型個室》(円)



(Ⅰ)66円/日
(Ⅱ)32円/日

(Ⅰ)284円/日
(Ⅱ)220円/日

(Ⅰ)265円/日
(Ⅱ)132円/日

(Ⅰ)58円/月
(Ⅱ)37円/月

(Ⅰ)11円/月
(Ⅱ)16円/月
(Ⅲ)21円/月

(Ⅰ)  3円/月
(Ⅱ)14円/月

(Ⅰ)497円/回
(Ⅱ)529円/回

(Ⅰ)110円/月
(Ⅱ) 11円/月

22円/回　

(Ⅰ)44円/月
(Ⅱ)88円/月

(Ⅰ)11円/月
(Ⅱ)  6円/月

84円/日　

26円/日　

2,300円　

2,800円　顔剃り付の理美容を利用の場合にお支払いいただきます

※介護保険負担分は、介護職員等処遇改善加算(7.5％)を乗じたものを加え、更に地域区分6級地(10.27円/単位)を乗じた金額の1割または2割ま
たは３割(1円未満切り下げ)を表記しています。上記料金は目安を表示したもので、小数点以下の端数処理で差異が生じる場合があります。

その他加算料金（該当時に加算されます）

夜勤職員配置加算 夜勤職員の勤務条件が厚生労働大臣の定める基準に適合した場合に加算されます

自
費
範
囲

理美容代 カットのみの理美容を利用の場合にお支払いいただきます

理美容代（顔剃り付）

高齢者施設等
感染対策向上加算

(Ⅰ)①第二種指定医療機関との間で新興感染症の発生時等の対応を行う体制を確保している
こと②協力医療機関との間で対応を取り決めるとともに連携し適切に対応していること③
感染対策向上加算に届出した医療機関等が行う院内感染対策に関する研修訓練に1年に1回
以上参加していること、いづれかに適合する場合に月1回を限度に加算されます
(Ⅱ)3年に1回以上施設内で感染者が発生した場合の対応に係る実地指導を受けている場合
に加算されます

認知症ケア加算 認知症専門棟に入所の場合に加算されます

安全対策体制加算
外部の研修を受けた担当者が配置され施設内に安全対策部門を設置し、組織的に安全対策
を実施する体制が整備されている場合に入所中1回を限度に加算されます

科学的介護推進体制加算
(Ⅰ)心身状況等の基本的な情報の厚生労働省への提出と必要な情報を活用している場合に加
算されます
(Ⅱ)上記に加え、疾病状況や服薬情報等の提供と活用がある場合に加算されます

(Ⅰ)入所前３０日または入所後７日以内に居宅を訪問し、退所を目的としたサービス計画策
定と診療方針決定を行った場合に加算されます
(Ⅱ)上記に加え、改善目標と退所後の支援計画を作成した場合に加算されます

生産性向上推進
体制加算

(Ⅰ)下記に加え、データによる業務改善の成果の確認、見守り機器等のテクノロジーの複数
導入、介護助手の活用等の取組を行った場合に加算されます
(Ⅱ)安全並びに介護サービスの質の確保および職員の負担軽減に資する方策を検討する委員
会の設置と会議の開催、見守り機器等のテクノロジーを1つ以上導入、年に1度効果のデー
タを提出した場合に加算されます

排せつ支援加算

(Ⅰ)要介護状態の軽減の見込みについて入所時に評価を行い、結果等を厚生労働省に提出と
必要な情報等を活用した場合に加算されます
(Ⅱ)上記に加え、入所時との比較で排尿排便状態の少なくとも一方が改善するとともに、い
ずれも悪化がない、またはおむつ使用なしに改善、またはカテーテル抜去している場合に
加算されます
(Ⅲ)上記に加え、入所時との比較で排尿排便状態の少なくとも一方が改善するとともに、い
ずれも悪化がない、かつおむつ使用ありからなしに改善している場合に加算されます

褥瘡マネジメント加算

(Ⅰ)褥瘡発生と関連リスクについて入所時と3月に1回の評価を行いその結果を厚生労働省
へ報告し、リスクがある入所者へのケア計画作成・実施した場合に加算されます
(Ⅱ)上記に加え、施設入所時等の評価の結果、褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所者
等に、褥瘡の発生がない場合、または入所時にあった褥瘡が治癒した場合に加算されます

短期集中
リハビリテーション

実施加算

(Ⅰ)下記に加え、月1回以上のADL等評価と厚生労働省への結果の提出、定期的な計画の見
直しを行った場合に加算されます
(Ⅱ)入所日から３ヶ月に限り集中的にリハビリテーションを行った場合に加算されます

認知症短期集中
リハビリテーション

実施加算

専門的医師から認知症と診断され入所から３ヶ月に限り集中的にリハビリテーションを
行った場合に週3日を限度に加算されます
(Ⅰ)退所後の生活場所へ訪問し計画を作成した場合
(Ⅱ)訪問しない場合

介
　
護
　
保
　
険

初期加算
(Ⅰ)下記に加え、複数医療機関へ空床情報の公表および情報共有し、一般病棟への入院30
日以内に退院している場合に加算されます
(Ⅱ)入所日から30日を限度に加算されます

リハビリテーション
マネジメント計画書

情報加算

(Ⅰ)下記に加え、口腔衛生と栄養マネジメントの強化、多職種での口腔と栄養状態の情報共
有を行い計画を見直した場合に加算されます
(Ⅱ)医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等が共同作成した実施計画の説明および質
の管理と計画内容等の情報の厚生労働省への提出と必要な情報を活用した場合に加算され
ます

入所前後訪問指導加算



220円/月　

265円/日　

(Ⅰ)(Ⅱ)56円/日

 (Ⅰ)263円/日
 (Ⅱ)529円/日

30円/日　

 (Ⅰ)441円/月
 (Ⅱ)110円/月

(Ⅰ)58円/月
(Ⅱ)  5円/月

7円/回　

(Ⅰ)552円/回
(Ⅱ)276円/回

77円/月　

(Ⅰ)662円/回
(Ⅱ)441円/回

331円/回　

(Ⅰ)-ｲ155円/回
(Ⅰ)-ﾛ  77円/回
(Ⅱ)   265円/回
(Ⅲ)   110円/回

331円/月　

79～
  2,098円/日

399円/日　

※介護保険負担分は、介護職員等処遇改善加算(7.5％)を乗じたものを加え、更に地域区分6級地(10.27円/単位)を乗じた金額の1割または2割ま
たは３割(1円未満切り下げ)を表記しています。上記料金は目安を表示したもので、小数点以下の端数処理で差異が生じる場合があります。

ターミナルケア加算
医師が回復の見込みがないと判断した者に対して本人または家族の同意のもと計画に基づ
いて看取りを行った場合に加算されます

外泊時費用 外泊された場合に施設サービスに代えて月6日を限度に加算されます

かかりつけ医連携
薬剤調整加算

(Ⅰ)-イ高齢者の薬物療法に関する研修を受講した医師又は薬剤師が入所前の主治医と連携
し評価、共同し薬剤調整した場合に加算されます
(Ⅰ)-ロ入所中に総合的に評価調整、療養上の指導をした場合に加算されます
(Ⅱ)上記に加え、服薬情報等を厚生労働省に提出し、処方に当たって、当該情報その他薬物
療法の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用した場合に加算されます
(Ⅲ)上記に加え、６種類以上の内服薬が処方されており、施設医師医師とかかりつけ医が共
同し、内服薬の種類を１種類以上減少した場合に加算されます
いずれも退所時に1回を限度に加算されます

自立支援促進加算
医師が入所時に行った医学的評価に基づき策定した支援計画に従ったケアの実施と医学的
評価の結果等の厚生労働省への提出と必要な情報を活用した場合に加算されます

入退所前連携加算

(Ⅰ)下記に加え、入所予定日前３０日以内または入所後３０日以内に退所後に希望する居宅
介護支援事業者と連携し、退所後の居宅サービス等の利用方針を定める場合に加算されま
す
(Ⅱ)居宅介護支援事業者に対し、診療状況を示す文書を添えて情報を提供し連携して退所後
の居宅サービス等の調整を行った場合に加算されます

訪問看護指示加算 退所時に指定訪問看護ステーションに対し訪問看護指示書を交付した場合に加算されます

退所時情報提供加算
(Ⅰ)居宅又は社会福祉施設等への退所にあたり、入所者の主治医に対し診療状況、心身の状
況、生活歴等文書にて情報提供した場合に加算されます
(Ⅱ)医療機関への退所にあたり上記情報提供した場合に加算されます

退所時栄養情報連携加算
特別食を必要とする入所者又は低栄養状態にあると医師が判断し、管理栄養士が退所先医
療機関に対して情報提供をした場合に月1回を限度に加算されます

協力医療機関連携加算

(Ⅰ)厚生労働省の基準を満たす協力医療機関であり、情報共有を行う会議の定期開催や急変
時に相談対応を行う体制をもち診療の求めに対応する体制を常時確保し、急変時入院を要
する入所者を原則受け入れる体制を有する場合に加算されます
(Ⅱ)上記以外の協力医療機関の場合に加算されます

療養食加算
症状に合わせ厚生労働大臣が定めた療養食を提供し管理栄養士が管理する場合に加算され
ます

経口維持加算
(Ⅰ)摂食機能障害があり誤嚥が認められる利用者に経口摂取を維持するための食事観察と会
議を行い栄養管理を行った場合に加算されます
(Ⅱ)会議に医師や言語聴覚士などが加わった場合に加算されます

所定疾患施設療養費

(Ⅰ)肺炎、尿路感染症、帯状疱疹、蜂窩織炎、慢性心不全増悪を発症した際に、施設内で投
薬、検査、注射、処置等行った場合に連続する7日間を限度とし月1回に限り加算されます
(Ⅱ)感染症対策研修を受講した医師が投薬、検査、注射、処置等を行った場合に連続する
10日間を限度とし月1回に限り加算されます

新興感染症施設療養費
厚生労働大臣が定める感染症に感染した場合に適切な感染対策、施設サービスを行った場
合に1月に連続した5日間を限度に加算されます

介
　
護
　
保
　
険

再入所時栄養連携加算
入所者が病院等へ入院し再度入所する際に厚生労働大臣が定める特別食を必要とし病院等
管理栄養士と施設管理栄養士が連携して栄養計画を作成した場合1回を限度に加算されます

在宅復帰・在宅療養
支援機能加算

(Ⅰ)基本型施設において在宅復帰の支援状況が一定以上であり、かつ地域貢献活動を行って
いる場合に加算されます
(Ⅱ)在宅強化型施設において在宅復帰の支援状況が一定以上であり、かつ地域貢献活動を
行っている場合に加算されます

経口移行加算
経口より食事摂取を進めるために栄養管理者による栄養管理と言語聴覚士または看護職員
による支援を実施した場合に加算されます


